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師範学校「特別学級Jについて

逸見勝

On the Special-Class of Normal School 

Masaaki HEMMI 

く尽 次>

はじめに…...・ H ・..…..，司・ H ・H ・.....・ H ・.....・ H ・.....・ H ・.....・ H ・.....・ H ・..…...・ H ・・ H ・H ・105

1. 植民地派透小学校教員の増加…...・ H ・.....・ H ・H ・H ・.....・ H ・H ・H ・..…...・ H ・.，….，.・ H ・.. 106 

2. I潟支方回日本人小学校教員養成限範学校特別学級J'"・ H ・.....・ H ・..….，.・ H ・..…… 109 

(1) I特別学級」に関するふたつの婆項 ..，・ H ・.....・ H ・..…...・ H ・.....・ H ・.....・ H ・..…… 109 

(2) I特別学級J制度の展開 ..，・ H ・...・ H ・.....・ H ・"…'"・ H ・...・ H ・H ・H ・......・ H ・-・...・ H ・.. 115 

はじめに

「大陸科」と呼ばれた植民地へ派遣する小学校教員を養成するための特別の課程が， 1939年

から 1944年までの短期間ではあったが，師範学校に設置されていた。日清支方面日本人小学校

教員養成師範学校特別学級J(以下「特別学級」と略記する)というのが， I大陸科Jの正式名称

である。

「特別学級」については，設立当初においてもわずかに新聞報道がなされたのみで，教育関

係の雑誌などが特に注意を払った形跡は認められず，強い関心をひいたとは思えない。

F特別学級j は， 1939年に 10師範学校に各 l学級合計 10学級が，翌 1940年にはさらに 10

校を選び， やはり各 1学級合計 10学級が設置をみたに過ぎず， 102校， 882学級(第一部 573

学級，第二部 309学級)という師範学校の規模 (1938年4月)からみれば，ごく部分的な措置で

しかなかった。また I特別学級Jの設置は I師範教育令Jの改正はもちろんのこと r臨範

学校規程」の改正手続さえ経ることなく行なわれた。これらの事情が「特別学級j の存在を目

立ぬものにしていたと推察される。学校史などが，わずかにその所在を記しているのみで，現

在もよく知られた事実ではないし，もとよりその全容は定かで、はない1)。

ここで「特別学級jをとりあげることは，ただに踊範学校史の不明な部分にスホ。ットをあ

てるということにとどまるものではない。それは，師範学校制度の全面的改革への衝動と糊塗

策の展開，他方での教育機能崩壊過程の進行というこの時期の師範学校政策の重要な特徴も解

明し得るものなのである。

師範学校の教育は，戦前の教育一般がそうであったように，帝国主義的排外主義的イデオ

ロギーに彩られていたのは潟知のことがらに属するが I満鮮旅行」の実施めなど植民地との

結びつきは強いものがあった。しかも， I師範学校規盤Jには「特別ノ事情アルトキハ服務期間

内ニ於テ・…・・朝鮮、台湾、樺太若ハ関東川j に就職できるという条文が含まれており3)， 植民
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地の日本人小学校教員の養成を委託されていた事実もあり r特別学級」が発足する以前に師

範学校は，植民地の小学校教員を確保するうえである程度の役割を果していたと考えることが

できる叱にもかかわらず， r特別学級Jは，国内に設けられた自主史上唯一の植民地小学校教員

養成機関であった。この特別の諜程は， r満支方面Jとの如く「満州国Jr関東川」その勉の中

国占領地域に派遣対象を限定していたことがよく示していたように，この時期における「満州j

開拓政策と中国侵略戦争の全面的展開の直接的反映であった。その意味では，同時期に発足し

た傷撰箪人小学校教員養成所， (戦没寡婦)特設教員養成所等と陪様に，天皇総軍国主義的・フ

ァッショ的教育政策の師範学校におけるひとつの頂点をなすものであった。

また r特別学級」の設置は，現職教員の箪需産業への較出とともに，横民地への転出が

その要因と考えられていた正教員の不足という事態に際して，植民地への転出を「特部学級j

卒業生で代替することによって対処するという役割を期待して実現をみたものである。師範学

校卒業者の短期現役制度が廃止されるということもあって， 1939年4月には第二部に 61学級

の増設をみたが， うち 10学級は「特別学級J設置にかかわる部分であった。「特別学級j は，

この時期に採られつつあった師範学校講習科，准教員養成所の設置等の教員確保対策の一環に

位鷺づくものであった。

しかしながら， 必要とされた植民地小学校教員数約 2，200人 (1939年には「満州」だけで

700---800人といわれた)に対し「特別学級」の定員は， 1939年度で400人， 1940年度でも

800人であり，たとえ定員が満ちたとしても，卒業生が出るのは二年先のことであり，とうて

い十分な対応策であるとはいい難いものであった。しかも，師範学校に入学志願書を得ること

自体が掴難であり，ニ次募集の例もいくつか知られているという状況が他方で存在しており，

募集定員を拡大しておきながらなお十分な志願者を確保し得るものなのかどうか，はなはだ疑

わしいものがあったのである。

以下，特別学級がどのような要請に基づいて成立したのか，その帝国主義的植民地小学校

教員養成の制度と教育の内容はどのようなものであったのか，それはいかなる矛盾を含んで展

開したのか，ごく短期簡のうちに廃止されるにいたった鹿史的過程に沿って解明しようとする

のが小論の課題である。

1. 檎民地派遣小学校教員の増加

ここに一片の通牒がある。

それは， r満州国小学校教員募集ニ関スル件Jと題し， 1938年 1月 14日に秋田県学務部長

の名で県下の小学校長宛に発したものである。通牒本文および添付してある要項によれば，小

学校本科正教員の資格を有する年齢 35歳以下の現職教員(女性は独身者に限定)を， r満州国J

の臼本人小学校の教員として採用したい旨依頼があったので推薦を求めるというのがその趣旨

で、あった。要項には，植民地へ現職教員を引抜くために， 13本の公立小学校へ転任が可能で、あ

り，在職年数は患給計算の擦通算され，兵役上も日本勤務の場合と同様であり，本俸の 7離か

ら17割5分の在勤手当を支給し，住宅の貸与もしくは住宅手当を支給する等々，いくつかの条

件が掲げられていた。推薦の条件には，先述した他に「身体強健，志操堅田，成績佳良」で，

f献身満州罰初等教育ニ従事セントスル志望確実j であることが，もちろん不可欠であったへ

この依頼がどこからによるものかは，通牒には明記されていない。 しかし r満州国小学

校教員Jが， r:fE満学校組合j の設立にかかる日本人小学校の教員を指すものであることは，文
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中に「在満日本学校組合」とあるところから明らかであり， この依頼は r夜満学校総合」の

直接の管理者である「満州国J!駐苓tl特命全権大使から外務省・内閣対満事務局，文部省，道府

県とし、う経路をたどったものと思われるめ。

改めて述べるまでもなくこの通牒は，相当高額の割増金と身分上不利益を蒙ることはない

ということを条件として，行政機関を通じて比較的若い現職の小学校教員を「満州国J在住民

本人小学校教員へと引抜こうとするものであった。

秋悶県は，植民地からの要求に応じ，次のように植民地派遺教員の推薦を募る通牒合格次

いで発していた。

01937年 3月23日 「満州国文教関係教職員募集ニ関スル件J(各中等学校長，青年学校

教員養成所長，各小学校長宛)1)

01938年 1月 11日 「満州留学校教部募集ノ件J(各中等学校長，小学校長，青年学校

長宛)8)

01938年 1月 14日 「朝鮮初等学校教員募集ニ関スル件J(各小学校長宛)9)

01938年 1月 14日 「台北チH教員募集ニ関スル件J(各小学校長宛)10)

01938年 1月28日 「台中州教員募集ニ関スル件J(各小学校長宛)ロ)

01938年 12月 13日 「満州国学校教師募集ノ件J(各中等学校長，市町村長宛)12)

これらは，多少の揺はあるものの日本よりは相対的に高い賃金，あるいは割増金の支給，

および恩給計算上不利益を蒙らない(戟鮮の場合には勤務年数合1.5倍とみなすとあった)と

いう点を好餌として中国人，朝鮮人を対象とする教育機関の教員を勧誘しようとするものであ

った。 1938年 12月 13日付通牒には， r陸軍省、蛇文部省ヲ通ジテj募集があった官記してあり，

「満州国」からの他の要請にも陸軍省が介在していたことは十分予想され， それだけに行政機

構，学校長を通じての勧誘は強力に行なわれたものと思われる。

先の通牒は，これらの動きに連なるものであったが，日本人小学校の教員を求めていると

いう点ではいささか越を異にしていた。 しかも r満州国Jに限られていたことに重要な意味

がいくつか含まれていたのである。

そのひとつは， r満州j移民の増加である。 1936年には，翌年から 20年間にわたって 100万

戸 500万人の農民を移住させる「ニ0ヵ年百万戸送出計画j が関東軍の案を下敷として政府の

決定をみており， 1937年には 1932年から 1936年までの 5年間の実績 3，106戸を上回る 3，471

戸が移住し，日本人農業開拓集団移民の増加は急激であった13)。しかも拓務省の計画14)によれ

ば， 集団農業移民は 1938年 10，000戸， 1939年 15，000戸， 1940年 20，000戸と年々増加するは

ずであり，これに伴ない白木人子弟の教育就中集団入植地における学校設立と教員の確保とが

重要な課題となりつつあった。

さらにひとつは r満州関Jにおける日本人教員養成機関は， 必要な人数を養成するには

到成およばなかったことである。従来は，満鉄がいわゆる満鉄付属地の小学校教員を確保する

ために 1924年に設立した満州教育専門学校(入学資格は中学校卒業，修業年限は 3年間)が，

組織的養成の唯一の例であった。満州教育専門学校は 6屈にわたり合計 202人の卒業者を出

し 「張家寧関ノ正迫ニ依ノレ社業ノ不振jを背景とした経費節約を有力な理由として， 1933年

3月に廃止されるまで存続したお)0 1941年にいたって，ょうやく「新京J(長春)に官立師範学

校が設立された16)が，既に朝鮮には6校，台湾には4校の師範学校が設立されており，関東外!

にも 1936年には旅JI照師範学校が設立されていたのとは対照的であった17)。
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1933年度の日本人小学校教員数は 575人であったから，満州教育専門学校卒業者全員が引

続き教員であったとしても 36%を占めるに過ぎず， 大部分は日本からの採用によっていた。

その後も小学校教員数は増加し 1937年度には 1，138人に達したが，増加分のほとんどは当然

日本からの採用によるものであり r満州i閤」における B本人小学校教員の確保は， 概してい

えば満州教苦手専門学校があったものの， 日本の現職者を引抜くことでまかなわれていたので

ある18)。

ますます増加が見込まれる日本人教員を篠保するためには，従来も行なっていた道府県か

らの勧誘をなお一層強化するしかなかった。先の 1月 14日付通牒は，その具体的現われであっ

た。問時に，集閤移民間拓聞が自前で確保するという方策合とらざるを得なかった。新開は，

山形県から六道河に入植した先遣隊が， 1939年からの小t学校発足に舗えて「故郷の山形県職業

課へ訓導;の希望者推薦安依頼して来た……早速希望者を募集して送ることとなった19) と伝え

ていたし分村移民の場合には「母村小学校の次席級教員を校長として招蒋す」るよう指示を

与えていたのである20)。

このような小学校教員の勧誘はどのような効果をあげたものであろうか。残念ながら植民

地毎の詳細な数については判明していないが， 1939年 2丹 25[3，文部省が平野関議会で行なっ

た説明によれば， 1938年度に約 1，000人を植民地各地へ送ったという 21)。

また，やや時期は下るが， 1941年に文部省は， 教育審議会の席上で 1939年度には道府県

からの報告によれば 1，864人， 他方植民地からの報告によれば 2，949人の正教員が植民地へ出

向いた，と説明していた。おそらく植民地からの報告の方がより正確に事態を示していたと思

われる22)。なお， 1938年 8月現在「満州、IJへの派遣要議は 300人であった23)。

1938年度の市町村立小学校正教員数は約 22万人であったから， 文部省が示した数字は取

立てて大きいものではなかったにしても，折から教員の転職と正教員の不足，師範学校入学志

願者の減少，再募集の実施，それに伴なう入学者の質の低下が問題となっており，政府は学資

支給額の増加や学級増設を補助し入学志願者を確保するために実業学校卒業者を第二部へ入

学させるといった措置を講じていたのだから，道府県を通じて現職の小学校教員を植民地へ派

遣するというのは，皮肉な現象であった。先に掲げた 1938年 12月 13日付秋悶県通燥が， r満
州国」派遺の趣旨を「周知方可然御歌計相成度」としながらも r……現在訓導ノ職ニ在ルモノ

ノ、本県ノ:事情ニ依ワ今回ハ推薦見合セ度J(題点は筆者)との追記を付して，植民地への小学校

教員の派遣を事実上認めない安指示していたのはその端的な現われであった問。そもそも，小

学校教員の養成・確保は，道府県と市町村の責任と財政負担のもとでなされていたから，たと

え「師範学校規程Jが植民地へ派遣し得る皆掲げていても，それが何ら矛盾なく円滑に行なわ

れた訳で、はなかったが，道府県を通じて植民地へ教員を派遣する方法は，今や重大な溢路にぶ

つかっていた。

のみならず，相当高率の割増金を好餌として獲得した小学校教員が，植民地における教育

に献身する「志望確実j の者である保障は，きわめて心もとないものであった。先に示した集

間移民間が自誌で教員を確保するという方策も単に量的な問題と理解することは適切で、はな

い。「開拓地教化の中心者Jたるべき小学校教員は， r開拓事業の笑相に付き十分なる認識を有

し，団員と永く苦楽を共にする覚悟と熱意ある青年教師j でなければならず，そのためには集

団移民毘と小学校教員とが空密接な状態にあること，つまり「母村小学校の次席級教員Jを確保

しなければならなかったのである。それは，派遣小学校教員の帰国を防止し開拓地に定着'd
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せるうえで是非とも必要な措置であった。そして移民密員とその家族，および満州開拓青年義

勇隊司11練生から採用するという方法均のうちに， 道府県を通じて確保することの国難さと，

不信の念を見出することができる。「開拓地小学校教員の錠衝要綱iめには，この点がより直裁

に示されている。ここには小学校教員として必要な要件として，農村小学校に勤務中であるこ

と，兵役に了えていること，有家族者で日本に扶養者を有しないこと，家族も開拓地の生活に

耐え得ること等が挙げられているのである。

以上の如く，日本就中道府県の側にとっても，また「満州J開拓地の側にとっても，植民

地派遣小学校教員を組織的に養成するための何らかの対応をせざるを得ない状態に追い込まれ

ていたのである。

その具体策が「特別学級」の設盤であった。

2. r潟支方面白本人小学校教員養成師範学校特別学級」

(1) r特別学級Jに関するふたつの要項

「特別学級j の設震がし、つごろから準舗されたのは，残念ながら明確ではない。

1938年 8月訪日付『満州日日新開』は， 中国大陸への小学校教員の派遣が「今後増加す

る情勢に鑑み，東京に修学年限二年の初等教員養成所を急速に設立することとなり，所要経費

を明年度予算に計上すベく大蔵省と接衝してゐるj 旨報じており，文部省が橋氏地派遣小学校

教員養成機関の設立を比較的早い時期から準備していたと推察できる。一般的な予算編成手続

からみればほぽ6月末までに文部省内の方針は確定していたと思われる。また，この構想には

陸筆名、とりわけ関東軍の意向が強く皮映していたと考えなければならない。 1938年には既に関

東箪の手で準備が進められていた，中国人民の民族的抵抗を押しつぶして「ニ0カ年百万戸送

出計画j を具体化するための f満州開拓政策基本要綱J(1939年 12月22日，日・「満j関議決定)

は，その 24番gの項目で「開拓地ニ於ケノレ子弟ノ教育ニ関シテハ満州ニ於ケル日満阿国ノ教育

一般方針ニ則リ旦開拓政策ノ趣旨ニ照f;t，シ教育ノ内容、施設、経営、教師ノ養成補充等ニ付特

別ノ考撞ヲ払フモノ J27) (閤点は筆者)と，教員の確保に正当な関心を払っていたからである。

その後，この政府の構想は財政上の理由から大きく後退した。『教育週報』第 708号 (1938

年 12月 10日)は， r当局では初め満支向教員養成のため特殊の新機関を設寵する計爵で、あった

が，経費が予定の通りに認められなかったので，予定計画を変更し新施設については目下研究

中である。これがために特殊の教育を施すことになるか或は出向教員の補充の意味で師範数校

の定員を増加することになるか未定である」と伝えていた。既に述べたような事態のもとでは

後者の如く単に師範学校の定員を増加するとし、う措寵はあり得ぬことであった。

『福井県部範学校史』は， 1938年の末に「特別学級」を全閣で 10校の師範学校に設置する

との情報を得て，学校長と県当局が誘致のために奔走したと述べており玖 1938年中に f特別

学級J として設置する方針が確定したと考えられる。

1939年 1月に至り，文部省の方針が明縫に知られるところとなった。 13日の新開報道は，

f文部省では十六Bの学務部長会議に諮って全閣の師範学校の第二部を十学級増加して一校四

十名計四百名の新教員を養成，二年後から送り泌すi9
)と伝えたからである。師範学校の学級

増設の具体案を道府県学務部長会議に諮って、決定するはずはないが，この報道から「特別学級J

の構想が完成していたことを窺い得る。

16臼に開擢された道府県学務部長会議席上で，秋白・茨域・浜松・ -広島・呑
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川!・長崎・熊本・鹿児島各締範学校第二部に「特別学級Jを設震まする旨具体的な提示が行なわ

れたお)。この会議における指示事項には， r実業学校卒業者の師範学校本科第ニ部入学に関する

件Jとともに， r師範学校生徒増募に関する件Jr朝鮮，台湾，満州及支那方面の初等教育に従

事すべき内地小学校教員出向に関する件Jとの如く師範学校に関する数項目が含まれており，

f特別学級Jの設置については，これらのなかで言及したものと思われるお)。

このように， 1938年の早い時期には独自の植民地派遣小学校教員養成機関を設立する構想

がありながら，財政上の漂白から師範学校第二部の学級を増設するという法秘的にも何ら手続

を要しない方法により，際史上唯一の植民地派遣小学校教員養成機関は具体化しつつあった。

その後，文部省はおそらく「特別学級」を設龍すると L、う通牒に添付する形をとって「満

支方面白本人小学校教員養成部範学校特別学級要項」および「満支方面白木人小学校教員養成

師範学校特別学級生徒教養ノ要項J(以後，前者を「特別学級要項J，後者を「特別学級生徒教養

ノ要項J と略記する)を示して， r特別学級j 制度と教育内容の大綱を切らかにした32)。

「特別学級要項」の全文は次のとおりである。

満支方面日本人小学校教員養成師範学校特別学級要項

(ー) 設置ノ趣旨 師範学校本科第二部ニ満支方面日本人小学校教員養成ノ特別学級ヲ

設クルモノトス

ー、修業年限 二年

級数 一校一学級ヲ原則トス

一、募集人員 一学級四十名

一、入学資格 師範学校規程第五十条ニヨノレ仮シ特ニ実業学校卒業者ノ入学ニ付考慮

シ且傷演寧人中相当ノ学力アリ将来東亜大陸ニ活躍スノレコトヲ志望スル者ニ対シテハ

ソノ入学ニ関シテ考慮ヲ加へ尚入学後ノ取扱ニ付テモ適当ノ方法ヲ議ズノレコト

一、卒業後ノ服務 師範学校規程第六十四条第一項後段ニヨリ卒業後満支方面ニ於ケ

ル日本人小学校ニ服務セシムルモノトス的右服務年限ハ同規程第六十三条第二項ニヨ

リ府県ニ於テ給費額ヲ考蕗シ規程スベキ所大略一年半ヲ規準トスルコト

一、設置学校 秋田、茨城、福井、浜松、三三重、広島、呑)11、長崎、熊本、鹿児島各

師範学校

一、生徒募集範囲 範閤ノ、捜定セザノレモ大体設置府県立ま近接府県ノ志願者ニ付詮衝ス

ノレコト

(ニ) 生徒数養ノ要項 特ニ左ノ点ニ留意シ時局ニ鑑ミ該地方ノ教育開発者トシテノ気

塊ヲ養ヒ所要ノ素養ヲ与フノレニカムルコト

一、人物ノ錬成ニ意ヲ用ヒ特ニ全員ヲ寄宿舎ニ収容、ン徹底セル訓練ヲ施スコト

一、学科ノ教授ェ関シテハ各学科目ノ教授ヲ通シ日本精神ヲ体認セシムルニ力ムルト共

ニ東亜並ニ世界事情及我酪ノ海外発展ニ対スル簡策ニ関、ン留意スルコト

一、増課科白ノ選定及時間配当特別講義及課外指導ノ実施、休蝦ノ利用並ニ修学旅行等

ニ関シ特ニ本施設所期ノ閥的達成ニ留意スルコト

一、国語漢文ニ於テ支那時文ヲ授クノレト共ニ課外ニ於テ支那語ヲ授クルコト

一、理科ニ於テ生理衛生ノ教授ニ重ヲ置クト共ニ課外ニ於テ養護防疫等ニ関スノレ笑習ニ

従事セシムルコト
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一、修身ニ於テ礼法ヲ授クノレト共ニ課外ニ於テ神事及祭式ニ関スル素養ヲ積マシムノレ

コト

続いて「特別学級生徒教養ノ要項J~ど掲げる。

満支方面白本人小学校教員養成師範学校特別学級生徒教養ノ要項

、生徒ノ教養ニ関シテハ概ネ左ノ諸点ヲ考慮スルコト

1 基本科Bノ教授及増課科鼠ノ教授ニ関シテハ其ノ教材ノ配当及取扱方等ニ工夫ヲ加

へ特別講義及課外指導ニ於テ本施設ノ特色ヲ発揮スノレニカメルト共ニ修学旅行及休日

ノ利用ニ留意シ寄宿舎ニ於ケル臼常ノ訓練ヲ重視スノレコト

2 各学科教授及訓練其ノ他ノ施設ヲシテ夫々互ニ相聯絡棒読シ、校内及校外ノ生活ヲ

通ジ一体トシテ教育ノ効果ヲ挙グノレニ力メルコト

3 '恒ニ実験実習ヲ重ンジ且実地訓練及実地視察ヲ奨励シ各学科及訓練ヲ通ジ一貫シテ

実銭的教育ヲ施シ以テ現地ノ要望ニ添ハンコトヲ期スコト

4 特別講義

(一) 本施設ノ本旨ニ鑑ミ左ノ特別講義ヲ実施ス

(イ) 日満支ノ一体観ト東亜新秩序ノ建設

(ロ) 日満支ノ一体観ニ立脚セノレ教育ト当事者ノ使命

(ハ) 我大陸国策ニ於ケル文化工作ノ

(ニ) 対支及対満文化工作ノ意義ト其ノ

(ホ) 満州国ノ教育事情一般

(へ) 支那ニ於ケル新教育事情一般

(ト) 満州国建国ノ精神(五族協和、一徳一心)

(チ) 対構移民間策一般

(リ) 対満対支経済問策一般

(二) 右ハ概ネー項ニ付-8ニ時間乃至三時間二日間ヲ充当シ第一、第二学年ヲ通ジ

実施スノレコト

(三) 講部ニツキテハ関係官庁トノ協力ニヨリ本省ヨリ派遣スルヲ本体トス

(四) 上記講義ハ特別学級以外ノ生徒ニモ差支ナキ限リ便宜聴講セシムルコトヲ得

二、基本科目ノ教材取扱ニ関スル住意事項

修身

特ニ日本精神ノ濁養ト満支方面教育開拓者タルノ覚悟ノ啓培ニ留意スルコト

1 国民道徳ノ要義ノ項

……八紘一宇ノ精神ニ基ク我ガ興亜政策ノ本義ニツキ力説スルコト

2 教育者ノ修養ノ項

……娘民及集団移民地ニ於ケル教育者ノ使命ニツキ力説スルコト

公民科

……我ガ国体ノ本義ニ基ク興亜政策ノ基礎観念ヲ明徴ニシ特ニ……海外殖民及集部移

民ト満州民支那人トノ関係ニツキ説及ブコト

……家、神事立立ニ部落ノ神事等エツキ説及ブコト

…・・神社ニツキ特ニ詳述スルコト
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……祭組ニツキ特ニ詳述スルコト

……特ニ集団移民及分村計画等ニツキ詳述スルコト

…・関防ト海外発展及築関移民トノ関係ニツキ詳述スルコト

……満支方面開拓者ノ覚'賠ニツキ詳述スルコト

教育笑習ニ於テハ満支方面ニ関スル教材ヲ多カラシムルト共ニ該地小学校設備ノ十分

ナラザルモノ多カルベキユツキ単級又ハニ、三学級編成等複式教授法ニ関シ特ニ留意

スルコト

理科(略)

体操

教練ニ於テハ特ユ小部隊ノ部隊教練ヲ重視シ攻撃及防髄ノ訓練ヲ徹臆セシメ且夜間戦

闘訓練技部隊指揮法ヲ実習セシムルト共ニ射撃ニ習熟セシムルコト

手工(略)

三、増課科目取扱ニ関スル住意事項

¥ ¥学 生 1_ =~I~h_=~1 
\~I 第一学年!第二学年 i学科目 ¥-_I/<" .， 1/<"-' ， I {綴 革手

寝言語漢文 2時 2時
第一学年ニ於テハ将文及漢作文5'~県シ』正支那諮ヲ加味スノレコト

第ニ学年ニ於テハ時文及祝詞主主祝詞作文5'~車スノレコト

歴史地理 2終 2時
E霊史ニ於テノ、東洋史特ニ近世主東洋史ヲ詳述スノレコト

地理ニ於テハ満交方面及シベザヤ中央アジアニツキ詳述スノレコト

理 幸十 2終 2時
生渡衛生ヲ諜シ字転生、保健、栄養、医療、表護法号事ヲ課シ実習ヲ

行フコト

実 書長 1時 u寺 家苦言ノ叙雪量毒事ニツキ実習ヲ援Fノレコト

3日'" 楽 1骨寺 1時 ラッパ談隊及ブラスバンド楽器ノ使用法指揮法ヲ援グノレコト

百十 8~寺 1時

四、増課科目及課外指導ニ関シ特ユ留意スベキ事項

本施設ノ趣旨ユ鑑ミ増課科目及課外指導ヲ霊説シ彼此主主ニ稗檎シテ所期ノ効果ヲ収ムル

ニカムルコト

ネ中 及祭式

、神社概論
公民科教授時数ノ内 ニ箇年ヲ通ジテ

神社概説
ニ五時

一、祝 詞 盟諸i奨文増諜時数ノ内 二箇年ヲ通ジテ 三O時

一、祭式行事
課 外 二笛年ヲ通ジテ

作 法
七O時

学校及宿宿舎ニ於ケル祝祭日等ノ儀式、祭式及行事ニ際シ……可成助手トシテ之ニ

参加セシメ寄宿舎ニハ大麻ヲ奉戴シ右ヲ中心トシテ尽常訓練ニカムルコト

右ニ関スル講師及実習ノ指導者ハ公民科教員ヲ充ツル外官国幣社ノ宮可 ι委嘱スル

コト

生理衛生

l ……校内ニ於ケノレ衛生保韓関係ノ行事ニ助手トシテ参加セシムルコト
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2 ……県立読病又ハ赤十字院病等ニツキ適時(合宿)区員ヨ口実地指導ヲ受ケシム

ノレコト

時文及支那語

…支部語ヲ加味シタル時文及漢作文ヲ課シ筆間筆答ノ

ニ於テ凡ニ時間支那語ヲ課スノレコト

五、修学旅行及休日ノ利用ニ関スノレ詮;意

1 修学旅行

ニ資セシムルト共ニ課外

伊勢衿官、橿原神宮其ノ他肇菌ノ本義ニツキ感銘ヲ深カラシムル翠均等ヲ巡歴セシム

ノレコト

2 第一学年ニ於テハ移殖氏関係施設、集団移民、農民道場、分村計画地等ニツキ実地

規察ヲ行ヒ可成合宿訓練ヲ行フコト

第二学年ニ於テハ可成満支方商ニ修学旅行ヲ実施スルコト

其ノ他左記事項ニ留意スルコト

1 嬢寅組合、産業組合其ノ他ノ部落施設

2 気象観測及通信(電信及伝書鳩)ノ実習

3 自動車運転及乗馬練習等

これらふたつの要項がいつ明らかにされたのか，判然とはしない。が，後述するように「特

別学級」の入試手続が飽の課程より著しく遅れていたことから，相当さし追ってからのことと

推定できる。

「特別学級要項Jにより， r特別学級Jは第ニ部の特殊な形態として設けられたものである

ことがわかる。むろん， 入学資格， 修業年限ともに第二部とまったく同じであった。 にもか

かわらず r特別学級」は次の諸点にわたる特徴を備えた師範学校史上きわめて特異な制度で

あった。

① ふたつの要綱を徹頭徴尾貫いているのは，まこと植民地派遣小学校教員養成機関たる

にふさわしく援略主義と排外主義を根幹とし，植民地領有を正当化する帝国主義イデオロギー

であった。従来も師範学校においては，たとえば「東洋史ニ於テハ務鮮半島・満州ニ関スル史

実ヲ積詳シク説キ是等ノ地方カ古来我カ笥ト密接ナル関係ヲ有セノレコトヲ知ラシムヘシJ(r部

範学校教授要目J)33)との如く，植民地に関する知識には特に注意を払っていた。また，修学旅

行の白的地として朝鮮・「満州」を選ぶことも広く行なわれており， それが排外主義と優越的

意識を形成するうえで多大な影響を与えていた。「特別学級」においては，植民地派遣小学校教

員を養成するが故に，すべての教育活動において「満支方面教育開拓者の覚悟j の徹底が園ら

れた。それは，各教科においてはもちろんのこと，文部省が直接派遣する講師によって行なわ

れる日本帝国主義の植民地政策の詳細な「特別講義j に，最もよく，かつ集中的に現われてい

た。これが第一の特徴である。

@ 第こには，国語漢文のなかで時文つまりその当時の現代中国文，およびその作文を課

し，課外では毎週2時間の中国語を課したことである。「筆FJう筆答」が可能な程度を要求してい

たのだから，あながち低い水準ともいえまい。課外で行なう 2時陪の中霞語の授業には会話を

含んでいたと考えられるお)。中国語の習得は，日常生活にも必要で、あったとは思うが，そのこ
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とはここではさしたる意味をもたない。「特別講義j では「日総支ノ一体観」を強調し「文化

ノ意義j についても言及しており， r特別学級jの卒業者には中麗人民に対する「宣撫」工

作者としての役割jが課せられていたのである。そのためには言葉の障害を幾分なりとも除去し

ておかなければならなかった。

③ 第三には，教練において特に戦闘訓練を重視したことである。師範学校では，部隊指

揮法の訓練，兵営における実戦的訓練である箪事講習の実施等他の中等学校に比して，教練は

より実戦的ではあったが，夜臨戦闘言11綴を諜し，射撃の習熟を求めていた点はやはり独特のも

のであった。電信，伝書鳩の実習，自動車運転，乗罵練習も当然箪率的要請にもとづくもので

あった。広島の例に従えば，体操科では「特に樹熱、耐寒訓練ヲ施シ其他乗馬、グライダー練

習、自転車又ハ自動車線留ヲ課スル等鶴、海、空ニ宜ル心身ノ鍛練ニ留意スルj ことになって

いた。射撃については特に重視し，休日にも練習を行なうことになっていた35)。

これらは，いずれもこの時期の集問農業移民が「満1+IJ北部を中心に行なわれていたこと

の直接的反映であった。「ニ0カ年百万戸送出計画j が， r~筒列じ北部を移住対象とした理由

は，未墾地が多く，その取得は民族的矛盾を最少棋にくいとめ，土地価格が低廉であることと

並んで、，東北抗日連合箪の最大の遊撃区であり，その対策上入植が必要であること，また対ソ

戦略上の軍事的要地であり，移民を後備兵力と考えていたことが挙げられるのであり 36>， r特別

学級」卒業者は r宣撫」工作者としてだけでなく，植民地人民の武装闘争の弾圧，および対

ソ戦略の片棒をかつぐことになっていたので、ある。「筒拓地教化の中心者Jたる小学校教員は，

小部隊出関東軍後備兵力たる集罰移民の指揮官であった。

傷撰箪人をも入学資格者としていたのは，銃後および入学志願者確保対策でもあったが，

実戦経験者をソ「満」闇境に記置しておくことに軍事的意義があったからに飽ならない。植民

地派遣小学校教員の軍事的教養は r跨拓地教化のや心者」たるうえで特に「満州Jにおいては

不可欠の要素であった。

@ 第四には，神社，祭式について教授したことである。しかも，それは単に知識の教授

にとどまるものではなく，思語漢文において祝詞，祝詞作文を課し， また学校で実施する儀

式には「特別学級J生徒を助手として参加させるよう求め，課外では祭式行事作法を 2年間で

70時潤課すという点によく現われているように，きわめて重要で実践的な課題として位置づい

ていたことが特設的であった。

広島県師範学校「特別学級j の「課外指導細自Jの「神事及祭式」の項は以下の如くであ

り，相当詳細に実施されていたことが解る。

一、神抵概論 (10時間)

1神抵ト国体 2神抵ト道徳 3神抵ト宗教 4神抵と国民生活

二、神社概説 (15時間)

1神社ノ:本義 2神社ノ種類 3社格 4祭神 5社駿及境内 6祭記

7幣島、神鎖 8神職 9 氏子紫敬者 10財産及会計

三、祭式行事作法 (20時間)

1現行神社祭式 2行事作法 3祭具及調度 4服制 5雑祭式

回、祝詞 (10時間)

1現行神社祭式祝詞 2特殊祭犠祝詞 3作文

五、実習(第2学年第 3学期に7日ないし訪日間)37)
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これは r特別学級生徒教養ノ要綱J と異なり， すべて課外で行なうことになっていた。

f神抵講習会」と呼ばれた実習は， 広島県厳島神社で行なわれているが， それはさまざまの作

法から祭式の執行にいたる本格的な神官としての訓練であった38)。

このような神社，祭式に関する教授は， r開拓農民の精神的1，選ーを確立する上に，最も宇っ

て力があるjところの神社を「 開拓団一社Jを原則として設立し， r到底専任の神職を置く余

猶を持たなしづという事情39)のもとで，小学校教員が神職者を兼ねるためのものであった。そ

のことによって「開拓地教化の中心j として f生活全般ノ指導啓発ニ当ノレj40) ことが期待され

ていたのである。そのためにも現職教員を引抜くのではなし組織的に養成するという施策を

とる必要があった。「特別学級j 卒業者には， r官関幣社及神官神部署神職任用令j にもとづき

判任待遇の神職者の資格が与えられた41)。

⑤ 第五には，植民地の「設儲ノ十分ナラザノレJ状態に対応できる準備をしようとしたこ

とである。複式教授法の訓練，教材教具の自主食Ij作法の指導等にそれを見出すことは容易であ

るが，これは単に教育活動に限定されていたのではない。栄養に関する知識の教授，衛生，僅

療，看護等の突留を課すことにもなっており，広島の例に従えば， 紡疫(防疫概論，伝染病の

予訪，消毒法，倍染病の各論)，衛生(飲料水，食物，空気，土地及家麗，衣服)，救急処置，綿子誇

法，消毒法，健康訓練，養護との如く多面的でかつ詳縮なものであった42)0 r満州j在住の日本

人が，その苛烈な自然条件と劣悪な設備のもとで日常生活を維持できるようにするため「特別

学級」卒業者は先進的役割を果すべきことを求められていたので、ある。文字どおり「生活全般

ノ指導啓発ニ当ル」ことが彼等の役gであった。

⑥ 第六には， 既に述べてきたことから明らかなよう lじ 「特別学級」における教育方法

のなかで「実地訓練j r実地指導j r実地視察j 等「実践的教育」が占める位置が特に高いもの

であったことである。 2年間で植民地向けの教員を養成しなければならないという制度上の制

約が，短兵急な「実践的教育」を求めたので、ある。

⑦ 最後に， r特別学級Jの設置が師範学校の他の課程に対しても大きな影響を与えたとな

指摘しなければならない。 部範学校は r特別学級Jの設置によって「質実なる本校の校風の

上に一段と生新発刺たる新興学風を加え得て潤連なる気風を持たせねばならぬj必)と理解して

いた。「特別講義」は，他の課程の生徒にも聴講させることができたし文部省も各師範学校

ニ於ケル教育モ時局ノ認識ヲ深メ興亜教育ノ実施ェー麗意ヲ用ヒラレンコトヲ望ムj44)との如

く当然の指示を与えており r特zliJ学級」はすべての師範学校に設置されたので、はなかったけ

れど，それが師範学校を帝国主義的イデオロギーでより強闘に武装させる槙粁となったことは

明らかである。

(2) r特別学級」制度の展開

1939年 3月 28El，広島県は「特別学級」発足に先立って，従来の第二部合第二部普通科

と改めるとともに，第二部大陸科つまり「特別学級」を新設する旨「広島県師範学校学則jを

改正した。 この改正学則は4月 1日から施行することになっていた旬。 r特別学級」を設けた

すべての燥が，広島県と同様に学刻改正の手続をとったかどうか，必ずしも定かではない。け

れども，少なくとも秋田県の場合には f控室秋田県師範学校特別学級生徒募集要縞」を発表し

たことを知り得るのみであり， この募集要綱には「参考j として「師範学校規程j 第五十条

(入学資格)，と第六十四条(槌民地・外留派遣)とを掲げており，他方学則改正を窺わせる資料

を見出すことはできない。入学試験は4月5Elに実施することになっていた向。
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また，熊本県の{郊によれば， 4 JJ 15臼の告示をもって「特別学級Jの設龍を公告じ， 5月

に発足した47)。おそらく学則改正は行なわれなかった。

これらの例に共通しているのは，燥がとった措寵から発足にいたるまでの期間がごく短い

ことである。このことは，既に指摘したように先のふたつの要項は，かなり年度末に近い時期

に「特別学級」設置県に示されたことを推察せしめる。

「特別学級Jがこのように短期間のうちに発足しなければならなかったことが， 県と師範

学校の準舗を極めて不十分なものにした。設置手続が一様でなく，熊本県や三重県では発足の

時期が5月まで遅れたりしたのはその現われであった的。ぎた，秋田県の倒によれば，第二部

の入学試験は 2 月 3~5 日に既に実施されており，傷痕箪人にも受験資格を与えて募集範題を

拡大しておいたとはいえ， 第二部と同じ入学資格を要する「特別学級Jへ， しかも年度が改

まってからの入学試験で果してどの程度の人材を確保でき得るものかはなはだ疑わしいものが

あったので、ある。

「特別学級」が短期間のうちに発足

したことは，糠民地就中「満)+IJ派遣小

学校教員の確保が切実な課題であったこ

とな物語ってはいた。同時に，発足に轄

するあわただしさは，既にこの制度の将

来が必ずしも明るく彩られたものでない

ことを予想させるに十分であった。

1940年4月には r今後ハ増設ノ必

要アル」胡)との文部省の方針どおり， 栃

木・富山・長野・岐阜・兵庫・鳥取・福

岡・佐賀・大分・宮崎の各県師範学校に

「特別学級jが設置された50)0 r特別学級j

はこれで 20校に設寵された訳である。

学級数は，第 1学年 20，第 2学年 10と

なった。

次に掲げる表-1は， 1939・1940両

年度の「特別学級j入学志願者，入学者

数を示したものである。この表を一見し

て明らかなことは， 1939年度の浜松，呑

)11両校を例外として，他はすべて入学者

は定員に満たなかったことである。全体

では， 1939年度には 67%，1940年度に

は 53%の充足率でしかない。 しかも，

1939年度には 3校で， 1940年度には 12

校で， 入学志願者数さえ定員の 40人に

していないという状態であった。 f特

別学級要項Jでは，第二部と同様に実業

学校就中農業学校の卒業者，傷書道寧人を

表-1 r特別学級」の入学者，窓際者

1939年 度 1940年産主
設置 学 校 1~ A!!>+，，"，，""'. 1 ~ ""-""'-1 ~ ""-+""，，，，，，-1 j入学志願者 i入学者|入学志願者i入学者

秋 E司 60 ( 48) 37 17 14 

茨 城 31 ( 27) 22 11 11 

栃 ?に 43 32 

2芸 山 13 13 

福 弁 55 (44) 37 46 23 

長 野 36 22 

岐 主主 一 21 17 

浜 松 72 (58) 40 59 38 

一 重 53 (32) 23 77 28 

兵 E事 40 20 

，鳥 取 25 16 

広 長き 57 ( 50) 23 61 37 

呑 JII 136 (130) 40 66 35 

穏 関 19 16 

佼 主主 7 5 

ゴ受 i奇 16 ( 11) 8 21 10 

費量 本 24 ( 18) 15 55 32 

大 分 20 17 

宮 i暗? 25 22 

鹿児島 56 ( 43) 23 23 18 

11- 言十 560 (461) 268 685 426 

文部省管滋学務局編『器官官Z師範学校ニ関スノレ調査~，
U'~警官芸師範学校ニ関スノレ務割による。但し，広島師
範学校については『広島系邸範学校一覧~ (1942年 611)

によって補正した。

設1. ( )内の数字は受験者数である。

註 2. 1939年度は， 6月現在の調査である。
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入学させようとしていたが，この措震は先に述べたように「特別学級j にふさわしい人材を確

保しようとする麓極的な対誌としての意味をもっていた。それとともに，範囲を広げておかな

ければ入学者を得ることが困難になるとの配慮が{動いていたもの思われる。 1939年度につい

てみれば，秋田県師範学校の場合，入学者 38人の内中学校卒業者は 17人であったのに対L，

笑業学校卒業者と傷演軍人を含む「その他Jは20人， 同様に福井部範学校では 18人に対し

19人，浜松師範学校ではお人に対し 15人という割合であった。この措置は学校によっては効

果があったといえそうである問。全体でも中学校卒業者以外の入学者は 27沼会占めており，第

二部の場合の 16%よりは幾分高い頗向を示していた52)。

さらに，入学者を確保するための配愚から給費額の閣で「特別学級」の生徒に対しては特

別の措置を講じた。 f盟主秋閃県師範学校特B伴級生徒募集要項」には，間年度の第ニ部生は

全員が私費生であり， 第一部でも 5円の給費額(寄宿生)に過ぎなかったのに， 冒頭で f修業

年眼二ヶ年全部ヲ公費生トシテ毎月金額八円ヲ支給スJ と掲げてあった53)。生徒勧誘の意閣は

明瞭であった。その他の師範学校では広島の場合が「第二部大陸科月額十円其他ハ私費生ト

スJ54) と，やはり第二部生全員が私費生

であり，第一部でも第5学年で8門，第

4学年以下では4円に過ぎなかったのに

「特別学級J生に対しては月額 10円を給

したのである55)。

1940年震について判明しているも

のを表-2として掲げた。 鹿児島県師範

校第一部第 1学年を唯一の偶外とし

て， r特別学級」に支給された給費額は，

とはもちろん，第一部とくらべて

みても，はるかに高かったことが解る。

このように相対的な優遇措麗がとら

れていたにもかかわらず，表-1に切らか

なように 1939年度には入学者は定員に

満たず， 1940年度にいたっては入学志願

者すら入学定員を越えないというありさ

まであった。 1939年 3月228，秋邸県

は各小学校長宛に「現在代用教員ニシテ

本科第二部受験者資格者有之侯ノ、パ御勧

誘ノ上出願セシムル様御配意棺成度」と

の如く通牒 f師範学校特別学級生徒募集

ニ関スノレ件i6
)を発していたが， 県

の督促のもとでなおこのような事態にた

ちいたったのである。

4月 138の同ヒ海道庁公報Jには，

f手火田県師範学校大睦勤務教員養成師範

学校特別学級生徒第二次募集」との公告

署長-2 r特別学級jの給費額

(1940年度，単位円)

校 第一部 第一部

6.00 1弘重量生のみ
蚊

主主 通学生 * 3.50 

ニ年以下 6.00 6.00 8.00 
浜 松

三年以上 7.00 

重量 6.00 私費生のみ 10.00 

，草寺 取 *本 5.00 10.00 

一年 5.00 私書量生のみ 10.00 
広 島

二年以上 4.00 

一年 5.00 私費生のみ 8.00 
呑 111 

二年以上 3.50 

佼 資 合生 1.67 舎主主 1.67 10.00 

一年 6.00 

長を i碕 二、三、四年1.00 私費生のみ 10.00 

五年 2.00 

一年 8.00 一年 1.66 7.00 
鹿児島

ニ年以上 5.00 

文部省普通学務局綴悶官官Z師範学校ニ関スノレ調査』

による。

* 金額は不明である。

** 5 Flと 10問の場合があるが，学年の区別が記入さ

れていない。
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が転載された。募集人数は 30人以内であった。「特に実業学校卒業者の出願希望し傷痕軍人の

入学を期待すJの一旬に，志願者募集が困難なさまがよく現われているではないか5九 再 募 集

が他の「特別学級j でも行なわれたかどうか卜分確めていない。

文部省も，さすがに「満支方面白本人小学校教員養成ノ為師範学校ニ特設シタル在ワテモ

主主ノ部募情況ヲ見ルニ未ダ十分ナラザノレモノアリ l8) と言わざるを得なかったが， 他の課程と

比較するまでもなく「特別学級」の不評は明らかであった。

文部省は， 1941年 4月初日の教育審議会席上でも「茶ノ成績ニ付キマシテハ余リ面白カ

ラヌ数字ガ出テ賠ル……定員ニ未ダ満チテナイノデアワマシテ、本年ノ状況ニ付キマシテハヤ

ハリ徐ワ良イ状態デハナイノデプリマス。之ニ付キマシテハ再募集、再々募集ト云フヤウナ訳

デ相当募集ノ時期モ遅レテ居リマスシ、又合格致シマシタ者ノ中デ入学致シマセヌモノモアリ

マス状態デゴザイマス19)と説明しており，文部省にとって事態はまさに深刻であった。

師範学校が，上級学校進学コースとして位置づいていた中学校の卒業者にとって魅力に乏

しいものであったという点は r特別学級」においても共通していた。そのうえ，巧妙な宜伝

にもかかわらず，遠踊地で「治安Jが惑い「満州、IJへ赴くことに不安は伴なわざるを得なかっ

た。その点、では r満州Jへの集国農業移民が当初の予定どおり進展しなかったことと軌をー

にしていた60)。

「特別j学級j は当初の計闘を大幅に下回ってしまったのである。計画どおり実現しても要

請に応え得るものではなかったが r満州、IJだけでも年々 700ないし 800人の小学校教員を必

要としていたとされる61)のに対し，第 1由民の卒業生はわずかに 249人で、あった62)。このよう

に量的に不十分であったばかりではない。文部省は，やはり教育審議会において「在満教務部

ノ方針ニ依リマスト満州国ノ トEドシマスカ、兵ノ土地柄ト去ブモノニ十分習熟シタモノデ

ナケレバ、サウ去フ移民地区ニ出スコトハ適当デナイト去フ方針ニ基キマシテ、一部ハ移民地

区デナイ一般地誌ノ方ュ赴在セシメルコトニシタJ(観点は筆者jので， 249人中「満州j へは

117人，中閣の他の占領地域へ 132名を配置したと説明していた63)。 さらに，中間の他の占領

地域では「ドチラカト申シマスト、斯様ナ締範学校ノ新卒業生ヨリモ寧ロ経験ノアザマス教員

ノ方ヲ希望スルト云フ外務省ノ意向モアツタl4) と述べており，植民地支配に麗接的に関係し

ている官僚は r特別学級Jにおけるこの徹頭敏罵帝国主義的・排外主義的な 2年間のファッ

ショ的な教育を，ほとんど信頼していなかったことが着取できるのである。

このような「特別学級Jの不振，というよりも明らかな破綻に対して，文部省はどのよう

に対処したのであろうか。唯一知り得ることは給費の増額であった。 r特別学級ニ特ニ擾秀ナ

モノヲ誘致致シマス目的ヲ以テ」年額 120円を閤費から支給していたのを， 1941年度から年

300円に増額したというのがそれである向。文部省自身の評価は， 1941年度については「好影

響モ多少アルヤウニ見受ケラレマスl6)というものであったが，大いに疑わしい。

1941年度以降については， w師範学校ニ関スル調査』はおそらく発行されていないし『文

部省年報』にも伺ら記載がないので， r特別学級jの実態についてはほとんど解らない状態にあ

る。ただ，広島県師範学校では， 1941年度には 45人の志願者があり， 22人が入学したこと，

1942年度には 51人が志願し， 30人が入学したことが解る町。また，秋悶県師範学校の場合に

は， r昭和十七年度秋沼県部範学校生徒募集要項J68)に「特別学級」生徒募集の事実を見出すこ

とができ， 1944年にも卒業生を出したことが解る69)。

そして， 1942年度の入学者が 1944年9月に繰上げ卒業したのを最後に廃止された70)。
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「満州」開拓集屈移民の不振， 1943年「師範教育令Jの全面改正に伴なう師範学校純度の

整備といった諸条件のもとで， それ自身の不振を決定的な理由として r特別学級j は矛盾に

満ちた短い歴史を閉じたのである。

く詮〉

1) 管見の限り， r特別学級Jに言及している学校史等の文献は以下の如くである。

樫尾i1f次長s繍『秋回大学学芸学部 創立九十年史』秋邸大学学芸学部， 1963年 10JJ 15日。

秋田大学教育学部創立否周年記念会綴『創立百年史 秋田大学教育学部~ 1973年 10JJ 9日。

福井県都範学校史編祭委員会総『篠井県姉範学校史』福応会， 1964年3月初日。

霊響詩九十年史綴祭委員会繍『裏書喜善九十年史』創立九十周年記念会， 1965年 2月初日。

燦村勝『茨城県師範学校史J私家版， 1973年。

熊本大学教育学部綴『熊本師範学校史』熊本大学教育学部 1952年 12月 10日o

神戸大学教育学部沿革史綴条委員会編『神戸大学教育学部沿卒史』神戸大学教育学部， 1971年 3JJ

15日。

衛問義男『雲寺丹小学校の発途と教員の養成』三愛県郷土資料刊行会， 1973年 12月初日。

2)東京府予手山師範学校総 f実十幸青山師範学校治主主知(東京府青山師範学校 1936年 11月15日， 315-316 

ベージ)に， r満州修学旅行の件関申J(1906年 7月6日，学校長から府知事宛)という記録が載っている。

日露戦争直後であることは注慾を婆する。

3) Ir操教育制度発達史』第5巻，龍吟社， 1939年 6月2713， 724ベージ。

「師範学校規程j第六十四条 (1915年 3月2013改正)による。従来は，第六十一条で， r台湾又ハ様太ユ

於テ就職スノレコトヲ得jとなっていた(向上， 567ベージ)。

4)満鉄が， 1913年に「試ミニ東京管i1l・豊島南師学校ニ各三名ノ二部生7委託したj ことがある。

地方部残務整理委員会編纂委員会総『溺鉄附潟地経営治準会史』総論之部(閥、教育及神社宗教，第八

章教員ノ養成立立修養)(ゼロックス版 4，但し奥付，ベージは無い)

前掲『弘幸青山師範学校f合掌史~ 353-354ベージ。

5) Ir秋田県報』第 1124号， 1938年 1JJ 14臼， 77-78ベージ。

6) Ir近代日本教育制度史料』第 10著書，講談社， 1956年 10月 1513，101ベージ。

「帝鴎ガ満州国ニ於テ行フ神社及教育ノ行政ニ関スノレ事務Jについては， r満州国J1&主麹j特別全権大使が

管理し，大使は内閣総理大医と外務大医の監督下にあった (1937年 12月1日公布勅令六百八十号「満

州慰駐1l'IJ特別全権大使神社及教育ノ:行政率務/管理ニ関スノレ件J)。

7) Ir秋田県報』第 1041号， 1937年3月2313， 593-597ベージ。

8) Ir向上』第 1123号， 1938年 1月 11日， 31-37ベージ。

9) Ir隠上J第 1124号， 1938生P1 JJ 14日， 73-76ベ-Yo

10) 向上， 79-80ベージ。

11) Ii'関上』第 1128号， 1938年 1月28臼， 205-206ベージ。

12) Ii'向上』号外， 1938年 12月 13臼， 13-19ベージ。

13) 1936年以降敗戦にいたる聞の「満州」移民政策の展開過程については，満州移民研究会縞『日本常国主

議下の満州移民~ (竜渓審会， 1976年 11月 1513， 44-107ベージ)に詳細な分析がある。

14)拓務省『拓務狩報』第 75号， 1937年 6月 2513， 70ベージ。

15)前掲『満鉄F付属地経営治卒全史』総論之部(閥、教育及神社宗教，第四意高等教育，ゼロックス仮谷。

16)在務教務部綴 f昭和十六年度 議満臼本人教育施設要覧』関東局在満教務部， 1942年3月 10臼， 3ベ

-:/  0 

17) それぞれ，朝鮮総督府学務局綴『朝鮮諸学校一覧~ (朝鮮総督府， 1941年 4JJ 30 13)，台湾総督府文教局

続『台湾の学校教育 昭和十四年度版~ (台湾総督府， 1940年 1JJ 28日)によった。

18)前掲 F澱鉄附属地経営治卒史』総論之部(閥、教育及神社宗教，第二主主臼本人教育，ゼ口ッ Pス盟主 3)。

19) Ii'満州日日新開~ 1938年7月1613 0 

2め満州国滋信社『響満州開拓年鐙』満州国通儀社出版部， 1940年5月初日， 417ベ{ジ。
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21) W第七十問問帝国議会衆議院 寧用自動王手検査法案委員会議録11(第 10殴， 1939年2月25臼， 14ベージ)

における藤野窓文部省普通事務局長の説明。

この委員会には，短期現役小学校教員俸給濁庫負担法中改正法律家，兵役法中改正法律事長が同時に

F付託されており，短期現役兵制度の廃止に伴なう姉範学校入学者の減少，当国の小学校教員増加対策に

関連して植民地へ派透する小学校教員の問題にも論議室がおよんだ。

22) 1941年4月30日「諮問第一号特別委員会第五十回整理委員会Jにおける有光次郎文部省文書課長の

説明。

送府県と植民地との報告における室長は， 退職して植民地へ赴くものがし、ると説明された (W教育審

議会葬購議整理委員会会議録』第十九輯， 45ベージ，笠文君主復刻j問 14巻)。

23) W満州日日新開111938年 8月 25El。

24) W秋出県報』号外， 1938年 12月 13日， 13ベージ。

25)前掲『満州開拓年鑑1124ページ。

26) W向上11489-490ページ。

27)前掲『満州開拓年鐙1116ベージ。

28)前掲『福井県師範学校'it:1I261-262ベージ。

29) w東京朝日新関111939年 1月 13日。

30)前掲『福井県師範学校史11262ページ。

31) W東京朝日新開111939年 1月 17日。

32) いずれも文部省普遜学務局続開官官室師範学校ニ関スノレ務部 (1940年 10月22日， 113-116ベージ)

「要項」という形式から，通牒に添付したものと推定した。管見の限り， r特別学級」の内容を玉沢す

文部省の資料は，同市範学校ユ関スノレ調査J以外にはみあたらなかった。

33) w近代日本教育制度史料』第 5巻， 563ページ。

34) r広島県締範学校学則Jの学科諜程表による (W広島県報』号外， 1939年3月28臼， 2ベージ)。

なお，この課程表では英言語が除かれている。

35)広島県都範学校綴『本科第二部特別学級教育概要111939年 4月， 2，6ページ(広島大学所蔵)。

36)官官揚『臼本帝国主義下の満州移民1146ベージ。

37)前掲『本科第二部特別学級概婆1110-11ベージ。

38)広島県締範学校『広島県締範学校大陸科祭式訓練報告綴111942年 8月(広島大学所蔵)。

39)前掲『満州開拓年鐙11417-418ベージ。

40)前掲 f本草寺第二部特別学級教育概要111ベージ。

41)前掲『秋路大学学芸学部 創立九十年史11(22ベージ1は， r卒業者は……官国社幣及神宮神戦任用令第

九条第五号に該当する者として取扱われた(昭和十七年二月十二臼付文部次官宛神祇院副総裁問答)。こ

れは現地において戦死者の慰霊祭を執行する1告を必要としたかのようである」と述べている。

r1i図幣社平申1i神事主任用令」第九条第五項には「中学校又ハ文部大医ニ於テ之ト同等以上ト認メ声ノレ

学校卒業読書喜ヲ宥ノスノレ雪量ニシテ祭式ヲ修メタノレモノJは，無試験でfiJ任待遇の神職資絡を得ることが

できた(阪本健一綴『躍衿社関係法令史料』神社本庁明治維新百年記念事業委員会， 1968年 11月3日，

164ベージ)。

なお，神官資格の援与が，慰霊祭執行のためという『創立九十年史』の記述は明らかに不十分なも

のである。

42)前掲『本科第二部終別学級教育概要117-10ページ0

43)前掲『裕弁際師範学校11261-263ベージq

44)文部省 f文部時報』第 660号， 1939年 7月 11日， 70ベ{ジ。

1939年 6月26，27，28日に関僚された会関師範学校受会議室において，文部省は，指示事芸員「満支方

j]jュ進出スノレ小学校教員ニ関スノレ件」な示し， r特別学級」に設及した。

45)前掲『広島県報』号外， 1-5ページ。

46) W秋田県報』第 1292号， 1939年3月 18日， 324-325ベージ。

47)前掲『熊本師範学校史11217ベ{ジ。

48) 前掲寝静~/j、学校の発達と教員の養成11 532ベージ 0

49)前掲『文部時報』第 660号， 70ページ。



師範学校「特別学級」について

50) 文学省普通学務局編『官官官喜師範学校ニ隠スノレ調査~ 1941年3月31日， 76ベ{ジ 0

51) 前掲『官官官主師範学校ニ関スノレ調査~ 117ベ{ジ。

52) W向上~ 16ベージ。

53)前掲 r秋留保報』第 1292号， 324ベージ。

54)前掲『広島県報J号外， 5ベージ。

55)前掲暗雲師範学校ニ関スノレ軍事制 30-36ページ。

秋田と広島以外については判然としない。

56) W秋回県報』号外， 1939年3月22日， 9ベージ。

57) W北海道庁公報J第 1864号， 1939年4月 13日， 495-496ベージ。

北海道は，秋田県師範学校「特別学級」生徒の募祭範罰であった。

58) W文部時報J第 673号， 1939年 11月21S， 86ベージ。
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1939年 11}j 4， 5， 6日の 3日潤にわたって繍催された道府系学務課長捻視学官事務打合会におけ

る文部省の指示事項川、学校教員ノ充実ニ潔スノレ件jで「特別学級Jへの応募，入学状況について言及

した。

5め前掲『教育事審議会意思森喜整潔委員会議録』第 19斡， 54ベージ。

稲田清助文部省普通学務局師範教育課長の説明である。

60)分村移民計商の渓隠に関しては， 前掲『日本子青信君主義下の満州移民~ (340-383ベージ)，小林弘二『瀦

チH移民の村~ (筑摩望書房， 1977年 5月初日)合参照されたい。

61) 前掲『満州路拓年鑑~ 416ベージ。

62)前掲『教育審議会翻匙芸整理委員会議録』第 19斡， 55ベージ。

63) 向上。

64) 関上。

65) W向上~ 54ベージ。

66) 関上。

67) 広島県師範学校編『広島県師範学校一覧~ 1942年 6月(広島大学所蔵)。

68) W秋国系報』第 1727号， 1942年 1月 17S 。

69)前掲『秋回大学学芸学部 創立九十年史~ (23ベージ)は， ["卒業後すぐ軍隊へ入営する者が多かった上，

上級学校へ進学する者もあったりしてJ，実際に就職した者は， 1943年度には 14人， 1944年度には 8人

であったと述べているが，卒業生の正礁な数は不明である。

70) 前掲『熊本師範学校史~ (217ベージ)は， ["最終は昭和十八年三月か」と述べているが， ["秋回大学学芸

学部 創立九十年史J(23ベージ)は， ["昭和十四年度より十七年度まで募集」と述べている。 ここでは

後者の資料合採ったが，なお今後の検討が必喜きである。


